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情報サービス産業における請負適正化セミナーを開催します

東京労働局管内には情報サービス産業を行う事業所が集積しており、事業所数では全国

の約３割、従業員数では約５割が東京都内に所在します。情報サービス産業における法令

遵守への取組は推進されつつあるものの、全国的には、労働者派遣法違反について行政処

分を行う事案も発生しています。

そこで、東京労働局（局長 伊岐典子）では、情報サービス産業における請負事業と労

働者派遣事業の適正運営と労働条件確保等を図るため、情報サービス産業を行う事業主や

雇用管理の実務担当者を対象とした請負適正化セミナーを、下記により開催します。

１ 開催日時 平成２５年１０月２９日(火)

午前１０：３０～午後０：３０

２ 開催場所 新宿労働総合庁舎 ３階会議室

東京都新宿区百人町４－４－１

（地図をご参照ください）

３ 定 員 １００名

４ セミナー内容

（１）情報サービス産業における労働条件確保 及び

労働基準監督署が行った監督指導・送検手続の事例について

（東京労働局労働基準部監督課監察監督官）

（２）労働者派遣法改正後の動向について

労働者派遣と請負の区分に関する基準について

東京労働局における最近の指導監督事例について

（東京労働局需給調整事業部第二課長補佐）

５ 申込方法 「情報サービス産業における請負適正化セミナーＦＡＸ申込書」

により、東京労働局需給調整事業部需給調整事業第二課

【 ＦＡＸ番号 ０３－３４５２－５３６１ 】へＦＡＸにてお申し込みください。

（定員になり次第、受付を終了させていただきます。）
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東京労働局需給調整事業部

需給調整事業第二課長 相内 勝昭

需給調整事業第二課長補佐 伊藤 慎吾

主 任 需 給 調 整 指 導 官 佐藤 千恵子
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